
埋蔵文化財に関する手続きフローチャート 

 

 

工  事  着  手 

開発計画地における埋蔵文化財包蔵地の照会（地域文化課の窓口・電話・ＦＡＸ） 

該当しない 

※届出の提出は不要です。 
※該当なしの回答を受けた場
合、照会の時点では「周知の
埋蔵文化財包蔵地」に該当し
ないという意味であり、遺跡
がないということではあり
ません。 

埋蔵文化財包蔵地の周辺 埋蔵文化財包蔵地に該当 

立会調査 慎重工事 試掘・確認調査 

発掘調査 

遺跡あり 

※破壊にい
たらない 

遺跡なし 

※遺構・遺物等が確認さ
れない 

※遺跡がすでに破壊さ
れている 

遺跡あり 

※破壊となる 

文化財に影響のない

工事への計画変更 

記録保存 

整理作業 
出土遺物処理 
報告書刊行等 

工事中の遺跡等の発見 

※工事中に遺跡が発見される場合があります。その場
合、現状を変更せず、地域文化課へ速やかにご連絡
ください。 

※立会・慎重工事中に遺跡が発見された場合は調査を
実施します。 

「遺跡発見の届出・通知」の提出

（法第 96・97条） 

※包蔵地に該当しない場所で遺跡が発
見された場合はこちらの届出が必要
です。 

「埋蔵文化財発掘の届出・通知」の提出（法第 93・94条） 

※地域文化課の窓口にご提出ください。 
※工事着手の 60日前までにご提出ください。 

遺跡の存在が

予想されない 

遺跡の存在が

予想される 

工  事  着  手 

東京都教育委員会からの指導事項の通知 

遺跡保存 

※特に重要な
埋蔵文化財
が発見され
た場合 


